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人権擁護委員委嘱状交付式

小学生がものづくり体験

就職支援講座が始まる

明治神宮書道展で富来中の高野さんが特選

　１月５日（火）に人権擁護委員委嘱状交付式が行
われました。再任の金谷由紀枝さん（高浜町）と新
任の前田正子さん（中浜）に小泉町長から委嘱状が

伝達され、退任の藤井道代さん（酒見）には感謝状
が伝達されました。
　小泉町長は「町民の良きアドバイザーとして活躍
してください」と激励しました。
　任期は１月１日から３年です。
人権擁護委員さんのお仕事は？
　人権擁護委員は人権問題の相談や公平中立な立場
で、町民の方々に、親身になって悩み事や相談に応
じ、適切なアドバイスをしていただくとともに、子
ども、老人、障害者など、弱者の人権や街頭啓発な
どさまざまな活動に積極的に参加しています。
　また、広報しか情報パーク内の「相談」コーナー
で毎月総合相談（無料、秘密厳守）を掲載していま
すので、お気軽にご相談ください。

　富来中学校２年の高野愛李さんが第 56 回全国少
年新春書道展で特選を受賞しました。明治神宮書道
会が主催し、約２万２千点の応募があり、中学生の
部 7,335 点から北陸３県でただ一人特選に選ばれ
ました。行書で「永遠の平和」と書かれた字は「明
治神宮に展示されました。
　１月 21 日（木）、穴田教育長のもとへ報告に訪
れました。来年に向け高野さんは「全国の人の個性
的な作品を見られたので、自分らしい字を書けるよ
うに頑張りたいです」と話しました。

　１月６日（水）に就職希望者支援講座の開講式が富来行政
センターで行われました。
　この講座には、13人が受講し経理や情報処理などの就
職に役立つ知識や技能を習得します。
　期間は３月30日までの３カ月で、コンピュータサービ
ス技能評価試験などの資格・検定取得を目指します。

　12 月 26 日（土）、石川サンケン㈱本社・堀松工場で「小
学生ものづくり教室」が開かれました。町内８つの小学校
から 25 人の児童が参加しました。
　子どもたちは、はんだごてを使い、部品を組み立てたり、
コイルを巻きつけたりしながらラジオを制作しました。完
成したラジオから音声が流れると、子どもたちは、とても
うれしそうにしていました。そのあと、工場見学も行われ、
高い技術で行われるものづくりを熱心に見学しました。
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文化財火災防ぎょ訓練

新春の空へ一斉放水

町民の意見を行政に反映

先月号のお詫びと訂正 
１月広報まちかどルポの中学生人権作文において、盛本浩吉さんのお名前に誤りがありました。
ここに訂正しお詫びいたします。　盛本浩さん→盛本浩吉さん

　１月 24 日（日）、重要文化財防火デー火災防ぎょ
訓練が、西海風無にある「萬福寺」と赤住にある「赤
住八幡神社」で行われました。
　この訓練は落雷により出火し、強風で延焼範囲が
拡大しているとの想定のもと、重要な財産を火災か
ら守り、住民の文化財保護と防火の意識を高めても
らうことを目的に実施されました。
　訓練には、地元の西海分団と志加浦分団、赤住自
警団が志賀消防署とともに参加し、直上放水を行い
ました。

　１月６日（水）から町長談話室が始まりました。初
回は５人が役場を訪れ、提案や要望を小泉町長に直
接話しました。
　最初に訪れたのは、志賀町青年団協議会会長の福
田晃悦さん（印内）で町主催の成人式について新成人
の中から実行委員を募り、近隣自治体のように費用
を抑えて開催し、青年団としても協力していきたい
と提案しました。
　小泉町長は「来年の成人式は当事者に企画段階か
ら参加してもらいたい」と話しました。
　町長談話室は毎月第１、第３水曜日に役場本庁、
第２、第４水曜日に富来支所で開設しています。時
間はともに午後１時30分から午後３時30分までです。

　健、中　学、向島忠義、中野英一、端谷孝紀
◇町消防団長表彰　岩田亮一、細川健治、岩田義親、
桜井和人、越後崇生、荒木　勝、成瀬篤史、菓子
田敏幸、成瀬孝之、大畠洋一、岡　真輝、呉比誠
太郎

　１月９日（土）に志賀町消防団、全16分団324人が
志賀町文化ホール前に結集し、消防出初式が行われ
ました。
　式では川田一久団長が「昨年は全国各地で自然災
害が多かった。このような災害には日頃の備えと一
致団結することが大切」とあいさつしました。
　観閲式と功労団員の表彰式が行われた後、神代川
沿いで一斉放水が行われました。
　表彰されたのは次の皆さんです。
◇知事表彰　角花　学、悟道博之、福田　均、吉村
　満、川　真悟、横田義浩、上村　剛、松下政由、
山口剛征、石田　武、貞　正則、樋口寛士、山本
一弘、寺田　司、木村英敏、大家章裕、星場　慶、
原　和成

◇町長表彰　岡　清之、田村勝芳、池田政義、山下
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•弁護士（元高等検察庁検事）
　愛知学院大学法科大学院特任教授
　國田　武二郎（堀松出身）

　東京地検、名古屋地検、横浜地検、岡山地検、福井地検等で捜査・
公判検事として財政・経済事犯、公安・労働事犯、選挙事犯、暴力
事犯、風紀・麻薬事犯、外国人犯罪、少年犯罪、交通事犯など数多
くの事件を担当。仙台高等検察庁検事として若手検事の指導育成に
もあたる。平成15年６月、愛知県弁護士会に弁護士登録。あすなろ
法律事務所という名称で法律事務所を開設し、弁護士として活動。
また、愛知学院大学法科大学院特任教授として法科大学院で教鞭を
取っている。平成20年から愛知・三重両県の産業保険推進センター
産業保健相談員、年金記録確認愛知地方第三者委員に就任、その他、
愛知県警察学校で講師。

境
界
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杭
が
勝
手
に
抜
か
れ
て
違
う
場
所

に
柵
を
作
ら
れ
た
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：
私
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Ⅹ
）
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設
計
の
業
を
行
っ
て
い
る
者
で
す
が
、
あ
る
建
売
住

宅
販
売
業
者
Ｙ
の
依
頼
を
受
け
て
建
物
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計
を
し
ま
し
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。
私
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設
計
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基
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き
、
建
物
が
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際
に
建
築
さ
れ
始
め
た
と
こ
ろ
、
こ
の

建
物
が
建
築
さ
れ
て
い
る
土
地
に
隣
接
す
る
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の
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Ａ
ら

が
「
こ
の
建
物
は
、
境
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を
こ
え
て
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々
の
土
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を
侵
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す
る
」
と

主
張
し
て
き
た
よ
う
で
す
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う
け
た
Ｙ
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Ⅹ
に
お
い
て
、

境
界
を
確
定
す
る
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務
が
あ
り
、
こ
れ
に
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す
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Ｘ
の
設
計
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る
。
よ
っ
て
、
設
計
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を
払
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な
い
」
と
主
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て
き
ま
し

た
。
私
（
Ｘ
）
に
境
界
確
定
義
務
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

ま
た
、
Ｙ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
：
境
界
の
調
査
確
定
義
務
（
以
下
で
は
単
に
「
義
務
」
と
し
ま
す
）

の
有
無
は
、
設
計
委
託
契
約
の
法
的
性
質
や
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て

一
応
決
ま
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
難
し
い

問
題
で
あ
り
、
一
義
的
な
答
え
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
あ

る
程
度
の
類
型
的
判
断
に
よ
っ
て
、
義
務
の
有
無
が
導
け
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
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①
境
界
を
明
示
す
る
境
界
標
も
存
在
せ
ず
、
明
ら
か
に
境
界
の
確
定
が

必
要
で
あ
る
場
合

　
　

こ
の
場
合
、
境
界
の
確
定
な
し
に
設
計
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
契
約
内
容
と
し
て
義
務
を
課
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
境
界
の
確
定
は
土
地
所
有
者
に
認
め
ら
れ
た
権
能
な
の
で
、
設

計
者
に
は
境
界
を
確
定
す
る
権
能
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
委

託
契
約
に
義
務
を
果
た
さ
な
い
以
上
、
設
計
料
を
支
払
わ
な
い
と
い

う
特
約
条
項
で
も
な
い
限
り
、
義
務
の
不
履
行
を
理
由
に
、
設
計
料

の
支
払
い
を
拒
否
さ
れ
た
り
、
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
は
、

原
則
と
し
て
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

②
境
界
が
境
界
標
等
で
一
応
認
識
し
う
る
と
い
っ
た
場
合

　
　

境
界
の
管
理
は
原
則
と
し
て
所
有
者
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
に
は
、
設
計
契
約
に
義
務
を
課
す
特
約
が
な
い
限
り
、
義

務
は
な
い
と
い
え
ま
す
。
こ
の
場
合
も
設
計
者
に
境
界
を
確
定
す
る

権
能
は
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
：
私
の
家
は
農
家
で
か
な
り
広
い
農
地
を
所
有
し
て
い
ま
す
。

先
日
久
し
ぶ
り
に
、
家
か
ら
少
し
離
れ
た
田
畑
に
行
っ
た
と

こ
ろ
、
隣
の
農
地
と
の
境
界
を
示
す
木
の
杭
が
す
べ
て
引
き

抜
か
れ
て
い
て
、
代
わ
り
に
私
の
農
地
側
に
２
ｍ
ほ
ど
入
り

込
ん
で
木
の
柵
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
隣
の
農
地
の
所

有
者
は
Ａ
で
す
が
、
私
の
亡
き
父
親
と
Ａ
の
父
親
と
の
間
の

話
し
合
い
で
、
境
界
は
合
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
合
意
に
し

た
が
っ
て
木
の
杭
を
打
ち
込
ん
で
い
た
の
で
す
。私
は
早
速
、

Ａ
に
対
し
て
抗
議
を
申
し
入
れ
ま
し
た
が
、
一
向
に
相
手
に

し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
Ａ
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
許
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

Ａ
：
Ａ
に
つ
い
て
、
２
つ
の
刑
事
責
任
が
発
生
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
Ａ
が
「
境
界
標
」
で
あ
る
木
の
杭
を
引

き
抜
い
て
、
土
地
の
以
前
の
境
界
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
点
で
す
。
刑
法
２
６
２
条
の
２

で
は
、「
境
界
標
を
損
壊
し
、
移
動
し
、
若
し
く
は
除
去
し
、

ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
土
地
の
境
界
を
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
者
は
、
５
年
以
下
の
懲
役
又

は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
と
「
境
界
毀
損
罪
」
を

規
定
し
て
い
ま
す
。
木
の
杭
を
す
べ
て
引
き
抜
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
な
た
の
土
地
と
Ａ
の
土
地
の
境
界
が
不
明
確
に

な
っ
て
い
ま
す
し
、
父
親
の
代
か
ら
の
か
な
り
の
期
間
に
わ

た
っ
て
境
界
と
認
識
さ
れ
て
き
た
以
上
、
Ａ
の
行
為
は
こ
の

罪
に
触
れ
る
と
い
え
ま
す
。

　
　

ま
た
、
他
人
の
土
地
を
一
部
で
も
奪
っ
て
い
る
た
め
、
Ａ

の
行
為
は
刑
法
２
３
５
条
の
２
の
不
動
産
侵
奪
罪
に
も
該
当

す
る
と
い
え
ま
す
。も
っ
と
も
、こ
の
罪
は「
他
人
の
不
動
産
」

の
侵
奪
を
処
分
す
る
の
で
、
客
観
的
に
み
て
、
問
題
の
部
分

が
Ａ
の
土
地
で
あ
れ
ば
、
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

設
計
時
に
境
界
確
定
を
し
な
か
っ
た
ら
ク

レ
ー
ム
が
つ
い
た


